
令 和 元 年 ８ ⽉ ９ ⽇
中 部 地 ⽅ 整 備 局

独占禁⽌法違反⾏為に係る指名停⽌措置について

指名停⽌措置の概要

１．指名停⽌措置業者名及び住所 ︓
① 前⽥道路株式会社 東京都品川区⼤崎１－11－３
② ⼤成ロテック株式会社 東京都新宿区⻄新宿８－17－１
③ ⿅島道路株式会社 東京都⽂京区後楽１－７－27
④ ⼤林道路株式会社 東京都千代⽥区神⽥猿楽町２－８－８
⑤ ⽇本道路株式会社 東京都港区新橋１－６－５
⑥ 世紀東急⼯業株式会社 東京都港区芝公園２－９－３
⑦ 株式会社ガイアート 東京都新宿区新⼩川町８－27
⑧ 東亜道路⼯業株式会社 東京都港区六本⽊７－３－７
⑨ 株式会社ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋１－19－11

２．指名停⽌措置期間 ︓
①⑤⑥⑧⑨の業者 ︓令和元年８⽉９⽇から令和元年９⽉８⽇まで（１ヵ⽉）
③④⑦の業者 ︓令和元年８⽉９⽇から令和元年10⽉８⽇まで（２ヵ⽉）
②の業者 ︓令和元年８⽉９⽇から令和元年12⽉８⽇まで（４ヵ⽉）

３．指名停⽌措置の範囲 ︓ 中部地⽅整備局管内

４．事 実 概 要
上記９社は、共同して、アスファルト合材の販売価格の引上げを⾏っていく旨を合意すること

により、アスファルト合材の販売分野における競争を実質的に制限していた。この⾏為について、
公正取引委員会は令和元年７⽉30⽇、独占禁⽌法第３条（不当な取引制限の禁⽌）の規定に違反
するとして、同法に基づく排除措置命令（⑤⑨を除く7社）及び課徴⾦納付命令（⑨を除く8社）
を⾏った。

５．指名停⽌措置理由
有資格業者である上記９社が、独占禁⽌法違反⾏為を⾏っていたことは、「⼯事請負契約に係

る指名停⽌等の措置要領」（昭和59年3⽉29⽇付け建設省厚第91号。以下「指名停⽌措置要領」
という。）別表第２第５号（下記参照）に該当する。

＜指名停⽌措置要領 別表第２＞

措 置 要 件 期 間

（独占禁⽌法違反⾏為）
５ 当該地⽅整備局が所管する区域内において、業務に関し独占禁⽌法 当該認定をした⽇から
第３条⼜は第８条第１号に違反し、⼯事の請負契約の相⼿⽅として不 ２ヵ⽉以上９ヵ⽉以内
適当であると認められるとき。
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